
○
総
務
省
令
第
五
十
六
号

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
及
び
総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）

を
実
施
す
る
た
め
、
総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
六
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

総
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
情
報
通
信
経
済
室
及
び
総
合
通
信
管
理
室
並
び
に
調
査
官
）

（
情
報
通
信
経
済
室
及
び
総
合
通
信
管
理
室
並
び
に
調
査
官
）

第
四
十
四
条
の
二

情
報
通
信
政
策
課
に
、
情
報
通
信
経
済
室
及
び
総
合
通
信
管
理
室
並
び
に
調
査
官
一
人
を
置

第
四
十
四
条
の
二

情
報
通
信
政
策
課
に
、
情
報
通
信
経
済
室
及
び
総
合
通
信
管
理
室
並
び
に
調
査
官
一
人
を
置

く
。

く
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

総
合
通
信
管
理
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

４

総
合
通
信
管
理
室
は
、
総
合
通
信
局
及
び
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

一

情
報
通
信
審
議
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

［
新
設
］

二

情
報
通
信
政
策
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

三

総
合
通
信
局
及
び
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

［
５
・
６

略
］

［
５
・
６

同
上
］

（
情
報
活
用
支
援
室
及
び
情
報
流
通
適
正
化
推
進
室
並
び
に
新
事
業
支
援
推
進
官
）

（
情
報
活
用
支
援
室
及
び
新
事
業
支
援
推
進
官
）

第
四
十
五
条

情
報
流
通
振
興
課
に
、
情
報
活
用
支
援
室
及
び
情
報
流
通
適
正
化
推
進
室
並
び
に
新
事
業
支
援
推

第
四
十
五
条

情
報
流
通
振
興
課
に
、
情
報
活
用
支
援
室
及
び
新
事
業
支
援
推
進
官
一
人
を
置
く
。

進
官
一
人
を
置
く
。

２

情
報
活
用
支
援
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

情
報
活
用
支
援
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
公
平
な
利
用
の
機
会
の
確
保
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
（
参
事
官
の
所
掌

一

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
公
平
な
利
用
の
機
会
の
確
保
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

［
二

略
］

［
二

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

４

情
報
流
通
適
正
化
推
進
室
は
、
情
報
の
電
磁
的
流
通
の
適
正
な
利
用
の
促
進
及
び
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ

［
新
設
］

ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

５

情
報
流
通
適
正
化
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

［
新
設
］

６

［
略
］

４

［
同
上
］

（
検
査
監
理
室
及
び
貯
金
保
険
室
）

（
検
査
監
理
室
）

第
五
十
三
条

企
画
課
に
、
検
査
監
理
室
及
び
貯
金
保
険
室
を
置
く
。

第
五
十
三
条

企
画
課
に
、
検
査
監
理
室
を
置
く
。

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

貯
金
保
険
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
新
設
］

一

郵
政
事
業
の
う
ち
銀
行
代
理
業
並
び
に
保
険
募
集
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第

二
十
六
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
を
い
う
。
）
及
び
所
属
保
険
会
社
等
（
同
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
所

属
保
険
会
社
等
を
い
う
。
）
の
事
務
の
代
行
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一

般
に
関
す
る
こ
と
（
第
二
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。



６

貯
金
保
険
室
に
、
室
長
を
置
く
。

［
新
設
］

（
調
査
官
及
び
市
場
評
価
企
画
官
）

（
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
整
備
推
進
室
並
び
に
調
査
官
及
び
市
場
評
価
企
画
官
）

第
五
十
六
条

事
業
政
策
課
に
、
調
査
官
及
び
市
場
評
価
企
画
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

第
五
十
六
条

事
業
政
策
課
に
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
整
備
推
進
室
並
び
に
調
査
官
及
び
市
場
評
価
企
画
官
そ
れ
ぞ

れ
一
人
を
置
く
。

［
削
る
］

２

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
整
備
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
網
の
高
度
化
に
関
す
る
こ
と
（
国
際
戦
略
局
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
。

二

事
業
政
策
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
線
路
を
設
置
す
る
た
め
の
他
人
の
土

地
及
び
こ
れ
に
定
着
す
る
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
使
用
に
関
す
る
こ
と
。

［
削
る
］

３

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
整
備
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

２

［
略
］

４

［
同
上
］

３

［
略
］

５

［
同
上
］

（
消
費
者
契
約
適
正
化
推
進
室
）

（
企
画
官
）

第
五
十
七
条

料
金
サ
ー
ビ
ス
課
に
、
消
費
者
契
約
適
正
化
推
進
室
を
置
く
。

第
五
十
七
条

料
金
サ
ー
ビ
ス
課
に
、
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２

消
費
者
契
約
適
正
化
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
料
金
サ
ー
ビ
ス
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立

案
を
行
う
。

一

電
気
通
信
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法

律
第
八
十
六
号
）
第
七
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
関
す
る
こ
と
。

二

電
気
通
信
事
業
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
電
気
通
信
役

務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に
関
す
る
こ
と
（
電
気
通
信
役
務
の
利
用
に
よ
る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
侵
害
に

関
す
る
対
策
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

電
気
通
信
事
業
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

３

消
費
者
契
約
適
正
化
推
進
室
に
、
室
長
及
び
消
費
者
契
約
適
正
化
調
整
官
一
人
を
置
く
。

［
新
設
］

４

消
費
者
契
約
適
正
化
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
電
気
通
信
役
務
の

［
新
設
］

利
用
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
制
度
の
整
備
そ
の
他
の
電
気
通
信
役
務
の
利
用
の
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
の

調
整
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
番
号
企
画
室
及
び
企
画
官
）

（
安
全
・
信
頼
性
対
策
室
及
び
番
号
企
画
室
）

第
五
十
八
条

電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
に
、
番
号
企
画
室
及
び
企
画
官
一
人
を
置
く
。

第
五
十
八
条

電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
に
、
安
全
・
信
頼
性
対
策
室
及
び
番
号
企
画
室
を
置
く
。

［
削
る
］

２

安
全
・
信
頼
性
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
Ｉ
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
及
び
端
末
機
器
に
係
る
安
全
・

信
頼
性
の
確
保
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
電
気
通
信
事
業
者
間
等
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
こ
と
。

二

非
常
事
態
に
お
け
る
重
要
通
信
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
（
電
波
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

［
削
る
］

３

安
全
・
信
頼
性
対
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

２

［
略
］

４

［
同
上
］

３

［
略
］

５

［
同
上
］



４

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企

［
新
設
］

画
及
び
立
案
を
行
う
。

（
企
画
官
）

（
企
画
官
及
び
消
費
者
行
政
調
整
官
）

第
五
十
九
条

基
盤
整
備
促
進
課
に
、
企
画
官
一
人
を
置
く
。

第
五
十
九
条

消
費
者
行
政
第
一
課
に
、
企
画
官
及
び
消
費
者
行
政
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
基
盤
整
備
促
進
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
消
費
者
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び

案
を
行
う
。

立
案
を
行
う
。

［
削
る
］

３

消
費
者
行
政
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
消
費
者
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
電
気
通
信
役
務
の
利

用
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
制
度
の
整
備
そ
の
他
の
電
気
通
信
役
務
の
利
用
の
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
の
調

整
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
企
画
官
）

（
企
画
官
）

第
六
十
条

利
用
環
境
課
に
、
企
画
官
一
人
を
置
く
。

第
六
十
条

消
費
者
行
政
第
二
課
に
、
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
利
用
環
境
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
を

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
消
費
者
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び

行
う
。

立
案
を
行
う
。

（
企
画
官
等
）

（
企
画
官
等
）

第
七
十
五
条

本
省
に
、
企
画
官
三
人
、
調
査
官
六
人
、
国
際
研
修
協
力
官
一
人
、
国
際
統
計
交
渉
官
一
人
、
恩

第
七
十
五
条

本
省
に
、
企
画
官
三
人
、
調
査
官
六
人
、
国
際
研
修
協
力
官
一
人
、
国
際
統
計
企
画
官
一
人
、
国

給
経
理
官
一
人
、
恩
給
審
査
官
一
人
、
恩
給
審
理
官
一
人
、
恩
給
相
談
官
一
人
、
恩
給
支
給
官
一
人
及
び
情
報

際
統
計
交
渉
官
一
人
、
恩
給
経
理
官
一
人
、
恩
給
審
査
官
一
人
、
恩
給
審
理
官
一
人
、
恩
給
相
談
官
一
人
、
恩

処
理
調
整
官
一
人
を
置
く
。

給
支
給
官
一
人
及
び
情
報
処
理
調
整
官
一
人
を
置
く
。

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

［
削
る
］

７

国
際
統
計
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
統
計
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
国
際
統
計
に
関
す
る
重
要
事
項
に

つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
を
助
け
る
。

７

［
略
］

８

［
同
上
］

８

［
略
］

９

［
同
上
］

９

恩
給
審
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

恩
給
審
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

10

一

恩
給
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
に
関
す
る
こ
と
（
次
項
及
び
第
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

一

恩
給
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
に
関
す
る
こ
と
（
次
項
及
び
第
十
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

［
二

略
］

［
二

同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

10

11

［
略
］

［
同
上
］

11

12

恩
給
支
給
官
は
、
命
を
受
け
て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
恩
給
の
支
給
に
関
す
る
事
務
（
第
八
項
第
一

恩
給
支
給
官
は
、
命
を
受
け
て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
恩
給
の
支
給
に
関
す
る
事
務
（
第
九
項
第
一

12

13

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
助
け
る
。

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
助
け
る
。

［
略
］

［
同
上
］

13

14

附

則

附

則

（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
貯
金
保
険
室
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
保
険
計
理
監
理
官
）

第
十
五
条

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
貯
金
保
険
室
は
、
第
五
十
三
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務

第
十
五
条

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
に
、
当
分
の
間
、
保
険
計
理
監
理
官
一
人
を
置
く
。

の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る



。一

郵
便
貯
金
管
理
業
務
及
び
簡
易
生
命
保
険
管
理
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

条
約
又
は
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
で
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
郵
便
為
替
及
び
郵
便

振
替
に
関
す
る
国
際
的
取
決
め
を
協
議
し
、
及
び
締
結
す
る
こ
と
。

２

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
貯
金
保
険
室
は
、
第
五
十
三
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前

２

保
険
計
理
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
総
務
省
組
織
令
附
則
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
務
の

項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
郵
政
民
営
化
法
第
八
条
に
規
定
す
る
移
行
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
、
同
法
に
規

う
ち
保
険
数
理
そ
の
他
の
数
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

定
す
る
事
務
の
う
ち
同
法
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
銀
行
及
び
同
法
第
百
二
十
六
条
に
規
定
す
る
郵

便
保
険
会
社
に
係
る
も
の
（
同
法
第
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
恩
給
経
理
官
の
職
務
の
特
例
）

（
恩
給
経
理
官
の
職
務
の
特
例
）

第
十
五
条
の
二

恩
給
経
理
官
は
、
第
七
十
五
条
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け

第
十
五
条
の
二

恩
給
経
理
官
は
、
第
七
十
五
条
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け

て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
恩
給
審
査
官
の
職
務
の
特
例
）

（
恩
給
審
査
官
の
職
務
の
特
例
）

第
十
五
条
の
三

恩
給
審
査
官
は
、
第
七
十
五
条
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け

第
十
五
条
の
三

恩
給
審
査
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け

て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
恩
給
審
理
官
の
職
務
の
特
例
）

（
恩
給
審
理
官
の
職
務
の
特
例
）

第
十
五
条
の
四

恩
給
審
理
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け
て

第
十
五
条
の
四

恩
給
審
理
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け

、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
恩
給
相
談
官
の
職
務
の
特
例
）

（
恩
給
相
談
官
の
職
務
の
特
例
）

第
十
五
条
の
五

恩
給
相
談
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け

第
十
五
条
の
五

恩
給
相
談
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け

て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
国
会
議
員
互
助
年
金
等
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る
事
務
を
助
け
る
。

て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
国
会
議
員
互
助
年
金
等
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る
事
務
を
助
け
る
。

（
恩
給
支
給
官
の
職
務
の
特
例
）

（
恩
給
支
給
官
の
職
務
の
特
例
）

第
十
五
条
の
六

恩
給
支
給
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け

第
十
五
条
の
六

恩
給
支
給
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命
を
受
け

て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
支
給
に
関
す
る
事
務
（
附
則
第
十
五
条
の
二
第
一

て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
国
会
議
員
互
助
年
金
等
の
支
給
に
関
す
る
事
務
（
附
則
第
十
五
条
の
二
第
一

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
助
け
る
。

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
助
け
る
。

（
情
報
処
理
調
整
官
の
職
務
の
特
例
）

（
情
報
処
理
調
整
官
の
職
務
の
特
例
）

第
十
五
条
の
七

情
報
処
理
調
整
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命

第
十
五
条
の
七

情
報
処
理
調
整
官
は
、
第
七
十
五
条
第
十
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
命

を
受
け
て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

を
受
け
て
、
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］



備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
七
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。


